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時
期
ヨ
り
二
十
一
日
内
品
之
ヲ
熔
ス
晶
凶
り
一
ア
其
J

致
カ
ヲ
有
ス

3
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悶

阿

国

民

本
令
ハ
ハ
白
布
ノ
日
ヨ
り
之
ヲ
施
行
ス

〔
害
賠
〕

昭
和
二
年
勤
令
第
丸
十
六
弧
第
一
株
ノ
相
判
定
-
-
依
ル
指
比
地
匝

内
地
、
朝
鮮
、
閥
取
州
(
南
端
洲
餓
謎
附
属
地
ヲ
合
ム
)
止
樺
太

日
本
銀
行
特
別
融
通
及
損
失
補
償
法

法
樟
第
一
計
十
五
親
(
昭
和
二
年
到
月
カ

H
)

第
一
峰
昭
和
二
年
四
月
二
十
二
日
以
前
=
箆
生
シ
同
日

7
阿

年

王

月

一

生

保

日

本

銀

布

ρ

現
一
-
預
金
ノ
酬
院
停
止
中
一
【
非
サ
ル
銀
行

7
共

寸
二
日
晶
画
ノ
同
一
一
於
ニ
ア
宝
掛
ヲ
儲
ス
ヘ
キ
私
法
上
ノ
金
銭
債
務
一
二
テ
-
ノ
預
金
(
定
期
税
金
ヲ
合
ム
}
ノ
支
抑
準
備
一
一
充
ツ
ル
笠
宮
金
融
調
ノ
荷

動
告
ヲ
以
一
一
ア
指
定
九
ル
地
幅
内
-
-
住
所
主
管
轄
所
ヲ
有
ス
ル
情
務
者
一
事
ア
り
タ
ル
揚
合
一
【
於
テ
則
回
ケ
安
定
ヲ
闘
ル
錨
必
要
ア
り

l
回
ム
ル

J

負
拍
ス
ル

7
a付
一
一
ア
士
干
一
日
間
其
ノ
宜
摘
ヲ
延
期
ス
但

ν
債
一
ト
キ
ハ
之
ユ
劃
シ
手
形
割
引
ノ
方
法
一
-
怯
リ
大
様
大
臣
ノ
定
ム
ル
特
刑

務
者
カ
共
ノ
地
出
舛
一
】
他
ノ
管
業
所
ヲ
有
ス
ル
場
骨
品
於
テ
核
管
議
所
一
融
掴
ア
鎚
ス
ヨ
ト
ヲ
符

ノ
醍
引
ニ
醐
λ

ル
皆
勤
一
一
村
一
一
三
此
ノ
限
一
一
在
ラ
ス
一
現
二
預
金
ノ
掛
一
腕
停
止
中
ノ
銀
行
一
一
シ
ア
胸
車
堂
義
援
ノ
且
込
γ
ル

第
一
語
左
-
-
摘
タ
ル
主
捌
一
一
付
ア
ρ

前
焼
ノ
規
定
ヲ
適
用
セ
ス
一
モ
ノ
一
一
付
一
一
ア
山
前
項
ノ
規
定
ヲ
泊
出
ス

-
圏
、
的
山
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共
ノ
他
ノ
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J

債

務
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抑
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行
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別
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通

ヲ

甥
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別
融
掴
審
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給
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銀

ノ
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一
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一

ノ

議

ヲ

組

ル

コ

t
ヲ
要
λ

=
一
給
料
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捗
担
F

支
捕
ノ
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一
-
ス
ル
銀
行
制
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J

支

抑

一

特

別

融

調

整

吐

合

ノ

組
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及

雄

阻

ρ

勅
令
ヲ
且
ユ
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掛
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叫
升
ノ
銀
行
預
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ノ
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一
シ
テ
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量
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下
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7
-
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日
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融
行
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融
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詰

令

年
ヲ
越
ユ
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ヨ
ト
ヲ
得
ス

第

四

隣

政

府

τ争
法
一
一
依
ル
特
別
融
泊
三
川
リ
テ
日
本
組
行
ガ
損
長
ア

受
テ
タ
ル
ト
キ
ハ
同
行
一
一
樹
シ
五
億
問
ヲ
限
リ
比
ハ
ノ
損
長
ヲ
補
償
九
ル

J

契
約
ヲ
儲
ス
ヨ
ト
ヲ
得

前
項
ノ
描
火
7
決
定
見
ル
基
準
ハ
大
蔵
大
臣
之
ヲ
定
ム

第
一
世
保
平
紘
一
ニ
悦
ル
特
別
融
調
一
一
凶
リ
ア
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銀
行
ノ
受
ケ
タ
ル
損
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其
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樹
ハ
特
別
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姐
損
失
審
査
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ス
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台
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ハ
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銀
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フ
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五
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園
依
託
券
ヲ
以
テ
之
ヲ
吏
付
ス
ル

?
?
ヲ
符

第
七
保
政
府
ハ
前
臨
ノ
姐
定
=
依
リ
交
付
ス
ル
持
品
製
ナ
ル
額
一
プ
脱
皮

ト
シ
公
債
ヲ
強
行
見
ル
コ
ト
ヲ
仙

組
即
入
師
事
法
一
-
依
リ
査
什
ス
ル
閥
抗
龍
野
ノ
変
刊
倒
椅
ハ
僻
倒
ヲ
事
酌

シ
チ
大
蔵
大
臣
之
ヲ
定
ム

附

則

本
法
ρ

晶
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
地
行
ス

昭
和
二
年
四
月
二
寸
一
一
日
ヨ
リ
本
法
施
行
ノ

H
ノ
前
日
迄
-
一
日
本
銀
行
ノ

昂
シ
タ
ル
手
形
割
引
一
一
依
ル
同
調
一
一
シ
テ
第
一
峰
ノ
特
別
融
描
三
抑
制
ス

ル
G

F

ハ
之
ヲ
第
二
帥
ノ
特
別
融
祖
ト
看
倣
λ

日
本
銀
行
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別
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損
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大
政
省
令
第
十
ニ
焼

(
昭
和
二
年
五
月
九
日
)

第
一
揖
日
本
鋭
行
カ
特
別
融
通
ヲ
錦
ス
掛
合
品
川
酔
テ
ρ
本
合
ノ
ハ
ι
ム
ル

断
=
依
リ
帖
別
融
温
審
査
官
ノ
議
ヲ
担
ル
モ
ノ
ト
ス

第
=
蹄
日
本
融
行
方
特
別
融
泊
ノ
鎚
手
陣
割
引
ツ
鈷
ス
場
合
E

於
テ
ハ

有
倒
置
接
、
不
動
産
及
法
律
ノ
姐
定
=
依
リ
設
定
シ
タ
ル
財
幽
ヲ
描
惇

ト
ス
ル
債
措
ヲ
且
誕
ト
錨
λ

ヨ
ト
ヲ
柑

特
別
ノ
品
川
世
ア
ル
場
合
三
世
テ
《
日
本
錨
行
ρ
大
蹴
大
臣
ノ
承
認
可
畳

ケ
前
項
工
品
ム
ル
以
外
J

一
セ
ノ
ヲ
見
抵
ト
岱
シ
手
蝉
割
引
ヲ
鴻
ス
コ
ト

ヲ
柑

第
三
保
日
本
品
行
力
特
別
融
担
ヲ
伺
λ

場
合
=
於
ケ
ル
剖
引
歩
合
川
間

債
搬
保
J

貸
刊
刺
申
=
依
ル
モ
ノ
ト
ス

日
本
銀
行
ハ
特
別
融
泊
ヲ
鵠
シ
タ
ル
叫
訂
ノ
蹴
配
二
帆
り
時
別
融
油
資

金
ノ
伺
収
ヲ
侭
紬
ス
ル
鵠
必
叫
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
内
特
別
融
担
手
形

書
換
ノ
場
骨
三
世
テ
其
ノ
制
引
歩
合
ヲ
高
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

第
四
飾
日
本
拙
行
ハ
物
別
融
姐
ノ
侃
割
引
ヲ
錨
シ
タ
ル
千
昭
一
一
刷
シ
必

要
ナ
ル
事
項
フ
大
掛
大
臣
=
報
告
ス
A

シ

第
五
催
日
本
科
訂
ハ
特
別
融
泊
ヲ
錦
シ
タ
ル
組
行
三
割
シ
品
川
世
ア
リ
ト

担
ム
ル
ト
キ
ρ

何
時
品
テ
モ
共
ノ
費
庫
負
債
及
密
議
J

欣
態
ヲ
副
本
孔
ス

一
ル
コ
ト
ヲ
特
へ
キ
旨
契
約
ヲ
締
結
ス
へ
シ

戸
ヲ
大
藤
六
巨
二
報
告
ス
ヘ
シ

.
第
六
降
日
本
銀
行
ρ
特
別
融
調
ヲ
錨
シ
タ
ル
銀
行
ト
契
約
7
時
給

ν
φ

h
p
J
L
V

モ
毎
月
一
一
仰
日
計
表
共
ノ
他
必
要
ト
詑
ム
ル
帯
額
告
ニ
泊
ヲ
提
出
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セ
シ
ム
ヘ
シ

日
本
銀
行
円
前
項
ノ
契
約
昌
依
リ
徴
シ
ダ
ル
書
類
各
一
温
ヲ
大
蔵
大
臣

一
一
提
出
ス
へ
シ

第
七
降
不
動
産
又
ρ

法
律
J

規
定
品
依
リ
設
定
シ
タ
ル
則
国
ヲ
担
保
ト

ス
ル
債
措
7
且
遮
ト
ス
ル
特
別
措
泊
=
付
テ
ρ

日
本
担
行
円
株
式
合
枇

日
本
勘
業
融
行
、
農
工
銀
行
、
株
式
合
枇
北
海
道
拓
殖
銀
行
又
ρ

株
式

曾
駐
日
本
興
業
組
針
7
シ
テ
日
本
融
行
ノ
錆
其
ノ
事
務
ヲ
皿
扱
ハ
シ
ム

ル
コ
ト
ヲ
符

朝
鮮
、
闘
車
州
及
南
満
測
地
直
附
属
地
元
酔
ケ
ル
M
H
昨
銀
行
は
M

押
ノ
銀

行
=
封
ス
ル
特
別
融
掴
ユ
付
一
ア
ハ
日
本
保
行
ハ
判
鮮
臨
行
ヲ
シ
一
ア
日
本

銀
行
ノ
錨
共
ノ
業
務
ヲ
代
四
セ
シ
ム
ル
ヨ
ト
ヲ
得

華
掴
岬
エ
於
ケ
ル
株
式
合
枇
蛋
海
銀
行
以
持
ノ
銀
行
品
封
ス
ル
特
別
融
祖

-
-
付
テ
ハ
日
本
銀
行
ハ
株
式
曾
畦
盛
時
銀
行
ヲ
シ
テ
日
本
銀
行
ノ
銭
其

ノ
業
務
ヲ
代
理
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
伺

持
太
-
二
世
タ
ル
株
式
官
畦
北
海
道
拓
雌
担
行
以
件
J

銀
行
=
封
λ

ル
特

別
融
週
一
一
向
ユ
ア
ハ
口
事
銀
行
内
株
式
合
世
北
梅
道
拓
地
銀
行
ヲ

ν
テ
日

本
銀
行
ノ
縞
其
ノ
業
捧
ヲ
代
理
セ
シ
ム
ル
ヨ
ト
ヲ
得

部
λ
絡

特

別

融

誼
a
闘
シ
テ
ハ
本
A
V
=
依
ル
毛
ノ
ノ
井
大
蔵
大
臣
之
ヲ

口
広
白
州

附

則

本
令
ハ
骨
布
ノ

H
ヨ
明
之
ヲ
施
行
ス

ー 蚤
閥均
λ ノ

Jν 金
法融
律機

闘

封-
A 

"〆
資
金
融
j亜

法

令

法
律
第
五
十
六
甥

(
昭
和
二
年
五
月
九
日
)

第
ご
時
政
府
山
高
崎
統
治
ノ
必
誕
上
謹
輝
一
一
於
ケ
ル
金
融
噌
閥
7
シ
テ

其
ノ
輔
龍
ヲ
維
持
セ
シ
ム
ル

azハ
海
外
一
一
品
目
ゲ
ル
帝
園
J

信
用
ヲ
維

持
ス
ル
縫
品
嬰
ア
リ
ト
胞
ム
ル
ト
キ
ハ
日
本
銀
行
ヲ
シ
テ
盛
時
一
-
於
ケ

ル
金
融
蝿
闘
=
劃
シ
手
形
割
引
ノ
方
法
=
依
り
ニ
健
闘
ヲ
限
り
賛
金
ノ

融
掴
ヲ
銘
ザ
シ
ゐ
ル
コ
ト
ヲ
得

第
二
保
日
本
銀
行
ヲ
シ
テ
前
降
J

融
通
ノ
鵠
一
-
一
A

ル
手
形
割
引
ヲ
鵠
サ

シ
ム
ル
期
間
ρ

本
法
施
行
ノ
日
ヨ
り
一
年
ト
ス

第
三
陸
政
府
円
本
法
一
【
依
ル
融
調
ニ
困
リ
テ
日
本
銀
行
力
揖
失
ヲ
畳
ケ

タ
ル
ト
キ
ハ
同
行
昌
封
シ
二
億
閲
ヲ
陣
り
其
ノ
損
失
ヲ
補
償
ス
ル
J

契

約
ヲ
岱
λ

ヨ
ト
ヲ
得

第
四
傑
本
法
一
一
位
ル
叫
団
組
一
日
囚
リ
テ
日
本
銀
行
ノ
受
ケ
タ
ル
損
失
及
北

白
ノ
翻
ρ

日
本
鋭
行
特
別
融
調
及
損
失
補
償
法
第
五
佑
J

特
別
融
祖
損
失

審
査
骨
之
ヲ
決
定
ス

第
五
傑
日
本
銀
行
特
別
刷
掴
及
損
失
補
償
法
第
三
峰
、
第
四
俺
第
二
項

及
第
六
附
乃
至
錦
λ
能
ノ
規
定
ハ
本
怯
二
肱
ル
融
通
、
之
=
囚
ル
日
本

銀
行
ノ
損
舟
R
A
其
ノ
補
償
一
一
闘

ν
之
7
噌
用
λ

附

則

本
法
戸
時
布
ノ
日
ヨ
リ
之
7
他
行
ス

特
別
融
通
審
査
曾
規
則

置き

僚

軸
令
第
百
六
税

特
別
融
調
審
査
曾
ハ
大
藤
大
臣
ノ
監
督
墨
田
圃
シ
日
本
融
行
特
別

静
二
十
四
巻

(
昭
和
二
年
五
月
九
日
)

一O
九
三

第
六
根

五
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法

令

第
二
十
四
巻

五

一O
'九
四

第
六
按

~一一戸町一

融
通
及
損
失
補
償
法
第
一
時
ノ
規
定
ユ
怯

9
日
本
銀
行
ノ
母
ス
特
別
融
特
別
J

事
情
ア
ル
場
骨
品
川
於
テ
戸
市
ト
市
町
村
Z
P
町
ト
町
村
ヲ
合
シ

週
z

付

品

川

宜

ナ

ル

事

項

ヲ

闘

査

幹

議

ス

ア

一

地

甑

ト

錦

ヌ

ヨ

ト

ヲ

得

第
二
臨
軒
別
融
掴
審
査
官
ハ
合
長
一
人
民
委
員
若
干
人
ヲ
以
テ
之
ヲ
組
一
第
四
鵠
商
工
合
議
所
ヲ
設
立
セ
ン
ト
・
ス
ル
ト
キ
ρ

第
十
=
臨
第
一
蹴
F

織

ス

一

議

員

J

被
越
増
拙
ヲ
有
ス
へ
キ
者
三
十
人
以
上
謹
起
人
kv
錦
り
其
ノ
議

第
三
帳
合
長
山
日
本
位
行
純
裁
7

M
テ

之

一

-

克

ァ

貝

ノ

連

事

措

7
有
ス
ヘ
キ
者
一
ニ
分
ノ
ニ

H
上
ノ
同
意
ヲ
伴
テ
創
立
総
合

委
員
ρ

大
蔵
省
同
等
官
、
日
本
銀
行
副
醜
裁
及
理
事
ノ
中
ヨ
リ
大
蔵
大
一
ヲ
闘
キ
定
款
其
ノ
仙
品
製
ナ
ル
事
項
ヲ
定
メ
主
務
大
臣
ノ
居
可
ヲ
受
グ

臣

之

ヲ

ム

町

ス

一

へ

シ

静

岡

臨

舎

長
ρ

曾
務
ヲ
純
瑚
ス

一
括
伊
豆
峰
商
工
脅
議
所
ρ
前
陣
J

成
立
ノ
誠
可
ア
り
タ
ル

H
一
一
於
テ
成
立

合
長
事
故
ア
ル
ト
キ
山
大
臓
大

E
J
指
名
シ
タ
ル
委
員
共
〆
職
務
ヲ
代
一
ス

開
ス

第一
L
臨
時
別
融
調
整
蕃
一
一
幹
事
若
干
人
ヲ
世
ク
大
成
省
高
俸
官
及
日
一
商
工
曾
議
既
成
立
ノ
後
役
員
ノ
謎
桂
ア
ル
迄
ノ
問
必
出
品
ナ
ル
事
務
ハ
措
置

本
組
-
訂
職
員
ノ
山
町
ヨ
ヲ
大
磁
大
岡
之
ヲ
命
λ

一
起
人
之
ヲ
行
ア

幹
事
ρ

合

長

ノ

指

弾

ヲ

放

ケ

庶

務

ヲ

艶

四

九

第

六

候

定

款

一

一

ハ

左

ノ

事

項

7
悶
醜
ス
へ
シ

節
古
師
事
令
品
規
定
ス
ル
毛
ノ
ノ
舛
議
案
J

付
議
其
ノ
他
特
別
融
調
審
一
名
咽
冊
、
地
区
及
事
務
所
ノ
所
在
地

ニ

議

員
J

定
量
越
z
共
ノ
越
嗣
耶
及
週
一
A
-
-
捌
ス
ル
規
定

資
舎
一
-
闘
シ
品
開
世
ナ
ル
事
項
ハ
大
城
大
田
之
7
定
ム

三
役
員
ノ
定
致
、
描
限
及
説
任
ユ
醐
A

ル
規
定

附

則

凹
骨
議
=
闘
ス
ル
規
定

本

令

ハ

公

布

ノ

日

ヨ

り

之

ヲ

施

行

ス

軍

事

業

A
共
J

執
行
一
-
闘
ス
ル
規
定

大
庶
務
及
合
計
一
一
回
醐
ス
ル
規
定

i

商

工

舎

議

所

法

第

七

除

商

工

合

議

所

ρ
其
ノ
目
的
ヲ
桂
昌

zf左ノ
事
業
ヲ
行
フ

法

律

捧

凹

十

丸

同

国

(

昭

和

二

年

四

月

四

日

)

一

一

商

工

業

一

一

闘

Z
祖
報

ニ
商
工
業
工
醐
ス
ル
仲
介
火
山
斡
旋

第
一
陣
商
工
合
議
所
戸
商
工
業
ノ
改
善
設
建
ヲ
闘
ル
ヲ
以
一
一
7

目
的
b
ス
一
三
商
工
製
品
開
ス
ル
制
伴
且
ハ
仲
裁

第

二

時

商

工

宮

議

所

ハ

法

人

ト

ス

凹

商

工

謹

一

一

闘

ス

ル

詑

明

文

台

鑑

定

第
=
一
路
商
工
合
議
所
ノ
地
匝
ハ
市
ノ
匝
掛
品
位
ル
但
シ
商
工
業
J

欺
況
玉
商
工
業
一
-
闘
ス
ル
統
計
ノ
調
査
R
A
嗣
纂

三
位
り
必
喪
ア
ル
場
告
=
於
テ
ρ

町
ノ
匝
域
-
-
依
ル
コ
ト
ヲ
静
六
商
工
業
一
一
側
ス
ル
瞥
詰
物
ノ
段
世
且
管
瑚
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七
其
ノ
他
商
工
業
ノ
改
善
臨
時
謹
ヲ
岡
ル
畠
必
要
ナ
ル
事
業

bv
合
批
ユ
在
，
テ
公
費
本
又
ハ
財
産
ヲ
目
的

t
ス
ル
出
費
ノ
半
額
以

第
八
時
商
工
合
議
所
ハ
商
工
業
ユ
闘
ス
ル
事
項
=
付
行
政
鴎
ユ
建
議
ス
上
及
議
決
構
ノ
過
半
般
カ
帝
固
臣
民
(
帝
国
法
令
=
依
り
設
立
シ
タ

ル

ヨ

ト

ヲ

得

ル

法

人

ヲ

合

ム

)

一

一

届

ス

ル

号

ノ

タ

ル

ヨ

ト

ヲ

要

λ

商
工
脅
議
所
ハ
行
政
鴎
ノ
諮
問
一
一
封
シ
答
申
ス
へ
シ
ニ
尚
工
曾
議
所
ノ
地
一
陣
内
昌
於
テ
引
制
キ
二
年
以
上
本
山
、
支
広
其

陶
工
令
議
所
一
-
商
業
部
及
工
業
部
ヲ
置
グ
場
合
品
於
テ
ハ
部
ρ

比
叡
J

ノ
他
J

管
業
場
ヲ
有
ス
ル
コ
ト

定
A

ル
所
三
慨
リ
各
削
ニ
項
ノ
建
議
又
ハ
答
申
ヲ
伐
完
コ
ト
ヲ
得
三
自
己
ノ
名
ヲ
叫
テ
商
行
位
ヲ
錆
ス
ヲ
業
ト
ス
ル
者
、
取
引
所
又
ハ

第
九
時
行
政
官
臨
ハ
向
工
令
議
所
=
封
シ
商
工
業
=
閥
λ

ル
事
項
ノ
開
鋼
業
描
者
品
シ
テ
尚
工
合
議
所
ノ
地
匝
内
品
川
府
テ
管
業
位
指
祖
、
巨

査
7
命

ス

ル

コ

ト

ヲ

符

引

所

管

業

税

又

ハ

鏑

庫

説

ヲ

↑

年

間

-

一

命

令

ノ

定

ム

ル

割

以

上

納

ム

第
十
時
商
工
合
議
所
ρ

商
工
業
者
二
劃
レ
陶
工
諜
ユ
闘
ス
ル
統
計
其
ノ
ル
コ
ト
但
シ
地
脳
外
一

=Z骨
誕
地
ヲ
布
ス
ル
者
ノ
制
秘
樹
ノ
鉢
山
方

他
ノ
閑
査
ヲ
居
帥
ス
伐
必
要
ナ
ル
脊
料
ノ
提
出
ヲ
事
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
法
昌
一
村
一
ア
ハ
命
令
ヲ
以
ニ
ア
之
ヲ
定
ム

第

十

一

保

商

工

骨

議

所

ユ

議

員

組

合

ヲ

置

ク

前

項

停

三

観

ノ

納

枯

額

決

定

則

前

-

-

於

-7
《
其
ノ
最
近
=
決
定
セ
ラ

第
十
一
峰
議
員
組
合
ハ
左
三
両
ク
ル
者
ヲ
以
一
一
7

之

ヲ

組

織

ス

レ

タ

ル

一

年

間

ノ

納

税

制

ヲ

叫

ア

其

ノ

納

軸

甑

ト

看

柑

ス

一
第
十
四
降
乃
至
第
十
八
臨
ノ
規
定
一
-
依
り
被
選
酎
帯
構
ア
ル
者
ユ
就
合
枇
ノ
資
本
見
ρ

財
産
ヲ
目
的
ト
丸
ル
出
益
力
命
令
ノ
定
ム
ル
金
額

キ

遇

制

軍

人

ノ

諮

問

帯

シ

タ

ル

議

目

以

上

ナ

ル

場

令

一

一

於

T
ハ
第
一
項
第
一
一
一
旗
ノ
納
枕
一
一
閥
ス
ル
晶
件
ヲ

ニ
地
回
内
ノ
草
川
宮
一
附
工
操
ヲ
代
表
七
シ
ム
ル
錦
第
十
九
僚
ノ
規
定
品
具
へ
サ
ル
ト
キ
ト
躍
毛
第
一
頃
ノ
越
山
中
掛
ヲ
有

H
A

位
リ
摺
『
M
A

シ

タ

ル

議

員

家

督

相

蹴

ヲ

品

シ

ダ

ル

者

品

川

刊

ア

ハ

第

一

項

ノ

趣

向

中

措

一

↓

闘

ス

川

崎

第
十
一
-
一
飾
議
員
ノ
定
監
ハ
五
十
人
以
内
ト
シ
前
降
節
ニ
醜
ノ
議
員
ノ
貝
件
ユ
シ
テ
被
刷
続
人
ノ
具
備
シ
タ
ル
毛
ノ

ρ

之
ヲ
其
ノ
者
ノ
具
備
シ

般
ハ
議
員
定
駈
ノ
五
分
ノ
一
ト
ス
但
シ
地
方
ノ
脈
況
二
世
リ
其
ノ
割
合
ダ
ル
モ
ノ
ト
看
倣
見

ヲ

亙

分

ノ

一

宋

揃

ト

ス

ル

コ

ト

ヲ

妨

ケ

ス

告

併

後

存

続

ス

ル

合

祉

文

ρ
合
耕
高
囚
リ
テ
設
立
シ
タ
ル
骨
枇
=
付

同
一
向
エ
官
議
所
昌
於
テ
前
峰
銘
一
一
世
ノ
議
員
ト
岡
崎
俸
ニ
観
ノ
議
員
一
歩
ハ
前
項
ノ
叫
定
ヲ
嘩
・
用
λ

ト

ヲ

品

事

ヌ

ル

コ

ト

ヲ

得

ス

一

第

十

五

保

左

ノ

各

一

揖

ノ

一

ユ

該

叫

Z
高
ハ
削
除
ノ
誕
事
機
ヲ
有
セ
ス

第
十
四
傑
左
ノ
僚
件
ヲ
具
フ
ル
者
円
第
十
二
時
第
一
一
概
ノ
議
員
ノ
選
場
一
一
破
産
者
ユ
シ
一
一
ア
復
措
ヲ
符
ザ
ル
者

概

ヲ

有

望

戸

二

六

年

J

懲
佼
見
山
禁
制
以
上
ノ
刑
一
一
蕗
セ
ラ
レ
タ
ル
者

一
帝
国
臣
民
主
ρ
帝
国
法
令
ユ
依
リ
設
立
シ
タ
ル
舎
世
ナ
ル
コ
ト
但
三
六
年
未
満
ノ
懲
佼
毘
ρ
禁
倒
ノ
刑
一
一
良
セ
ラ
レ
其
ノ
執
行
ヲ
絡
u'

法

令

第
二
十
四
巻

一O
九
五

第
六
貌

五
= 

，"・4



一O
九
大

又

ハ

執

行

ヲ

畳

タ

ル

ヨ

ト

ナ

キ

ユ

豆

ル

迄

ノ

者

第

二

十

協

議

員

タ

ル

合

祉

ハ

命

令

ノ

定

ム

ル

所

ユ

依

リ

共

ノ

代

表

者

ヲ

第
-t
穴
降
第
十
二
降
第
一
一
揖
ノ
議
員
ノ
選
選
拙
ヲ
有
ス
ル
者
ハ
其
J

被

定

ム

へ

シ

趣

向

帯

榔

ヲ

有

ス

前

項

ノ

代

車

者

ハ

脅

枇

ノ

業

務

ヲ

執

行

人

ル

批

員

若

山

役

員

又

ハ

盛

花

第

十

七

協

定
F

各
都
ノ
一
=
該
前
九
ル
者
ハ
前
保
ノ
被
選
事
描
ヲ
有
セ
シ
タ
ル
支
配
人
=
シ
テ
帝
園
臣
民
ダ
ル
コ
ト
ヲ
蝉
ス

ス

一

人

-Z47同
一
商
工
曾
議
所
一
一
於
ア
二
以
上
ノ
骨
此
ノ
代
表
者
ト
錆

禁
泊
曲
者

A
幣

鈷

泊

施

者

ル

コ

ト

7
得
ス

二
女
子
及
年
齢
一
ニ

4
歳

未

満

ノ

者

第

二

十

一

保

左

ノ

各

観

ノ

一

三

践

首

ス

ル

者

ハ

副

飾

ノ

代

議

者

タ

ル

コ

第
十
八
協
和
十
ニ
除
第
一
説
J

議
員
ノ
越
市
半
円
投
謀
品
依
り
之
ヲ
行
フ
ト
ヲ
符
ス

投
訴
ρ

一
人

J

果

-

一

陣

ル

一

第

十

五

鶴

見

山

第

十

ヒ

係

各

鵠

ノ

一

一

ニ

悶

品

λ

ル
者

投
蝶
ハ
越
場
人
自
ラ
之
ア
行
ヌ
但
シ
脅
批
及
輯
前
力
者
ρ

命
令
ノ
定
ム
ニ
同
一
向
工
骨
議
所
ノ
議
員
タ
ル
者

ル
所
一
一
依
リ
代
入
7

H
↑
ア
之
ヲ
行
7

一
三
第
十
ニ
降
車
一
一
概
ノ
議
員
ノ
越
年
楢

A
被
選
出
申
拙
停
止
中
ノ
者

投
困
プ
軍
記
技
師
骨
文
ハ
宜
人
以
内
〆
連
名
投
割
ノ
方
法
二
依
ル
一
第
二
十
ニ
協
議
員
ハ
名
寄
職
ト
Z

選
ι
平
山
越
畢
・
入
フ
ご
組
一
昼
チ
一
ア
之
ヲ
行
7

2

ト

ヲ

得

一

第

二

十

三

山

崎

議

員

ノ

叩

期

月

四

年

ト

λ

前
五
項
一
-
規
定
λ

ル
宅
ノ
ノ
外
母
様
ノ
方
法
、
手
続
、
以
締
比
九
J

他

越

前

羽

ノ

期

間

ρ
餌
十
二
倍
第
一
四
割
ノ
議
員
ノ
紬
逃
師
事
ノ
第
一
日
ヨ
り
之

血
中
口
胸
シ
品
川
宮
ナ
ル
事
項
ρ
命

令

ヲ

以

テ

之

ヲ

定

ム

ヲ

起

算

ス

第
十
九
傑
第
十
ニ
能
第
二
班
ノ
議
民
ρ

地
匝
向
ノ
草
川
E

商

工

業

一

業

租

柿

腕

議

員

ρ

其
ノ
前
任
者
，
，
時
間
任
期
間
主
任
為

二
日
村
喜
一
人
ト
λ

第
二
十
四
協
第
十
二
館
第
一
一
瞬
ノ
議
員
ユ
シ
テ
共
F
被
選
出
噛
悔
ヲ
有
セ

前
剖
2
議
掛
商
工
業
J

種
目
ρ

定

款

ヲ

以

テ

之

ヲ

定

ム

サ

ル

一

-

歪

リ

タ

ル

者

ハ

其

ノ

職

ヲ

先

7

恒
シ
納
租
一
一
醐
ス
ル
侮
仲
ヲ
失

第
一
項
ノ
議
員
ρ

第
十
凹
飾
節
一
明
第
一
一
瞬
ノ
陪
件
ヲ
具
フ
ル
者
タ
ル
ヒ
タ
ル
喝
合
ハ
此
ノ
陣
ユ
在
ラ
ス

ヨ

ト

ヲ

掛

ス

第

十

二

時

第

一

一

世

ノ

議

員

ユ

シ

テ

其

ノ

選

出

帯

構

及

械

器

皐

描

7
停
止
セ

第
寸
一
台
僚
主
円
第
十
七
傭
各
都
ノ
一
品
骸
官
ス
ル
者
ρ
第
一
羽
ノ
議
員
ラ
レ
タ
ル
者
邸
前
項
ニ
同
シ

タ

ル

ヨ

ト

ヲ

符

ス

第

二

十

五

保

左

ノ

事

項

ρ

議
員
総
合
ノ
議
決
ヲ
紐
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

前
凹
項
品
川
規
定
ス
ル
是
ノ
ノ
外
務
一
羽
J

議
員
ノ
越
定
一
-
闘
で
ア
ハ
定
一
定
款
ノ
艶
拠

款
ノ
定
ム
ル

Mm
一

二

世

ル

二

組

費

ノ

劫

算

及

賦

韻

徴

枚

方

法

法

令

第
二
十
四
谷

部
大
捜

五
位同

， ・・e ぜ



=
一
事
業
報
告
及
牧
支
決
算
ノ
承
認

回

借

入

金

宜
固
刑
ノ
選
任
又
ハ
解
任

大

議

員

E
P
役
貝
ノ
解
任

七
過
怠
金
ノ
賦
課

入
第
寸
-
一
保
第
・
掛
ノ
議
員
ノ
抽
出
串
拙
且
一
蝕
越
出
事
槌
J

停
止

九
商
工
骨
議
所
ノ
解
散

十
日
本
商
工
合
議
所
設
立
ノ
同
意

十
一
其
ノ
他
誌
聾
ナ
ル
事
項

酬
項
第
一
一
担
、
部
二
鶴
、
第
四
輔
副
及
第
九
慨
=
拘
グ
ル
事
項
ノ
議
決
ρ

主
務
大
臣
ノ
躍
可
ヲ
受
タ
ヘ
シ

第
二
十
六
飾
議
目
総
合
ρ
骨
踊
之
ヲ
招
集
九

議
同
組
合
ノ
議
長
ρ
脅
画
、
骨
現
事
肱
ア
ル
ト
キ
ハ
削
合
踊
ヲ
以
T
之

-
-
充
ツ
骨
碩
及
同
官
硯
北
二
事
故
ア
ル
ト

#
ρ
由
附
議
員
ノ
互
選
=
依

リ
議
ほ
ヲ
定
ム

議
員
総
官
戸
議
員
=
一
分
ノ
一
日
以
上
出
席
ス
ル
ユ
非
サ
レ
ハ
之
ヲ
開
ク
ヨ

ト
ヲ
碍
ス

議
員
総
合
J

議
決
円
山
府
品
員
ノ
過
キ
抗
ユ
依
リ
可
柑
岡
監
ナ
ル
ト
キ

ρ

議
長
之
ヲ
決
ス

前
時
事
」
項
第
一
一
晴
、
静
岡
挽
及
捧
六
抑
乃
至
第
九
醜
一
-
掲
ク
ル
事
項

ノ
議
決
ρ
議
員
五
分
ノ
ニ
以
よ
出
席
シ
其
ノ
由
府
議
員
一
一
一
分
ノ
ニ
以
上

ノ
同
意
ヲ
以
テ
之
ヲ
鶴
λ

ヘ
シ

第
二
十
七
能
陶
工
合
議
所
二
左
ノ
役
員
ヲ
置
ク

舎
碩
て
人

法

骨

則
合
頭
一
人
又
ハ
二
人

合
頭
ρ

商
工
曾
議
所
ヲ
代
表
シ
所
務
プ
帥
悶
剛
町
《

剛
脅
頭
山

A

智
頭
ヲ
補
佐
シ
曾
頭
事
故
ア
ル
ト
キ
ρ
其
ノ
職
務
ヲ
代
四
ス

令
頭
及
川
合
商
ノ
件
闘
工
合
議
所
一
一
ハ
定
欺
ノ
定
ム
ル
所
ユ
依
り
他
ノ

佼
圃
ヲ
世
ク
ヨ
ト
ヲ
得

第
二
十
λ
傍

役

員

ρ

議
員
総
合
一
一
於
テ
議
員
巾
ヨ
リ
之
ヲ
認
証
ス

第
二
十
九
絡
役
員
ノ
任
期
ρ

四
年
ト
ス

前
項
ノ
期
間
ρ

第
十
ニ
峠
第
一
一
揖
ノ
講
貝
ノ
総
選
準
ノ
第
一
日
ヨ
リ
之

ヲ
起
算
ス

第
三
十
悔
役
員
議
員
ノ
職
ヲ
長
ヒ
タ
ル

h
I

キ
ρ
役
員
ノ
撤
回
ヌ
究
フ

停
止
己
十
-
協
議
員
タ
ル
合
祉
役
員
=
選
任
七
ラ
レ
タ
ル
後
第
二
十
品
第

-
項
ノ
規
定
一
一
依
ル
共
ノ
代
表
者
品
川
持
動
ヲ
止
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
J

曾

枇
ハ
役
員
J

馳
ヲ
虫
7

第
ζ

一
十
ニ
傍
役
員
ノ
臓
粉
砕
了
シ
ダ
ル
場
合
二
於
テ
所
務
ノ
港
行

Z

主

陣
ヲ
生
九
ル
山
田
ア
ル
ト
キ

ρ
退
職
シ
タ
ル
役
員
ヤ
ピ
歎
ノ
定
ム
ル
腕
一
一

保
リ
共
ノ
後
任
者
ノ
就
職
ス
ル
車
引
組
キ
仙
其
ノ
馳
務
ヲ
行
7

コ
ト
ヲ

冒

h
'司

第
三
十
三
降
商
工
官
議
所
ρ

定
訟
ノ
定
ム
ル
所
一
一
依
P
草
川
世
ナ
ル
事
項

品
刊
諮
問
ヲ
局
ス
伺
議
員
定
殿
ノ
五
分
ノ
一
ヲ
越
エ
サ
ル
員
勘
ノ
顧
問

ヲ
誼
ク
コ
ト
ヲ
待

顧
問
ρ

商
工
業
ユ
閥
九
ル
皐
講
師
験
ア
ル
者
又
ρ

十
年
以
上
議
員
ト
シ

テ
甜
耐
古
川
棚
者
ヲ
ル
者
ヨ
ヲ
之
ヲ
選
任
λ

顧
問
ハ
名
器
胸
ト
ス

第
三
十
四
傍
商
工
合
議
所
a
理
事
一
人
ヲ
世
ク

第
ニ
十
四
巻

O 
九
七

第
六
観

一
益
五

4 ・..
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合

第
ニ
十
四
巻

一O
丸
八

第
六
韓

五
プミ

F止

問

事

山

合

頭

ノ

命

ヲ

京

ケ

庶

務

ヲ

掌

瑚

ス

料

ヲ

徴

肱

ス

ル

ヨ

ト

ヲ

得

四
事
ノ
外
山
工
合
議
所
“
一
五
守
主
主
一
一
怯
り
他
ノ
職
員
品
製
ノ
使
用
料
及
手
酎
料
〆
壁
一
一
胸
シ
テ
ハ
民
事
訴
訟
7
提
起
ス
ル

ク

ヨ

ト

ヲ

待

コ

ト

ヲ

特

第
三

I
五
臨
商
工
命
議
所
ハ
必
要
一
二
際
ジ
商
業
部
、
工
業
部
文
ハ
其
ノ
一
第
四
十
路
尚
工
官
議
所
内
職
務
ヲ
息
リ
品
ノ
他
不
正
J

行
局
ア
リ
タ
ル

他

ノ

部

ヲ

世

ク

コ

ト

ヲ

得

一

議

員

又

ハ

役

貝

ヲ

解

任

ス

ル

コ

ト

ヲ

侍

部
ノ
名
料
、
組
輸
、
措
限
其
ノ
他
部
一
一
嗣
シ
必
要
ナ
ル
著
安
定
款
ヲ
一
第
四
十
一
候
前
工
宣
言
説
投
ヲ
叩
納
エ
ル
者
昌
空
宇
滞
納

以

テ

之

ヲ

定

ム

一

中

、

前

協

ノ

規

定

一

二

肌

リ

解

任

セ

ヲ

レ

タ

ル

者

一

-

劃

シ

解

住

ノ

時

ヨ

"

'

第
三
十
五
陥
商
工
脅
議
所
ハ
第
十
二
保
第
一
椀
ノ
議
員
ノ
護
産
ヲ
布
一
四
年
以
内
品
十
ニ
腕
第
一
統
ノ
議
員
ノ
越
事
描
及
被
選
器
地
ヲ
停
止
ス

ス

ル

者

二

割

シ

嗣

費

ヲ

蹴

謀

ス

ル

コ

ト

ヲ

作

一

ル

ヨ

ト

ヲ

持

第

四

十

語

A

A

第
五
十
二
保
ノ
規
定
一
依
リ
選
最
ヲ
停
止
セ
ラ
レ
一
第
四
十
二
能
向
工
曾
議
所
ρ

収
支
決
算
ヲ
主
務
大
臣
一
-
報
告
ス
ハ
シ

ダ
ル
者
一
-
封
シ
テ
川
停
止
中
ト
雄
モ
翻
費
ヲ
賦
課

Z
ヨ
ト
ヲ
得
一
向
工
食
寄
与
ク
ト
号
室
'
一
同
共
ノ
事
業
凶
制
7
主
動
大
臣
一
一
報

商
工
合
議
所
ノ
総
費
賦
課
ノ
樹
一
一
闘
ス
ル
制
陥
及
組
費
賦
融
ノ
方
法
ハ
÷
骨
ス
ヘ
シ

助

す

以

一

五

五

ム

÷

部

四

十

三

倍

商

工

事

所

長

時

後

ト

空

襲

ノ

目

的

ノ

純

閣

内

第
三
十
と
節
商
工
合
議
所
内
定
款
ノ
定
ム
ル
所
二
依
リ
定
款
堪
一
民
者
三
-
-
於
一
ア
ρ
抽
存
蹴
ス
ル
モ
ノ
ト
宥
曲
ス

リ

過

怠

金

ヲ

徴

枇

ス

ル

コ

ト

ヲ

得

一

第

四

十

四

保

商

工

合

議

所

解

肱

シ

タ

ル

ト

キ

ハ

議

員

総

曾

長

ア

前

算

第

三

川

蹄

音

叉

A

盟

企

ヲ

滞

納

ス

ル

省

ア

ル

場

合

邑

於

一

ア

富

一

人

ヲ

壁

土

シ

護

人

?

1

1

亦

同

シ

ノ
-
事
ア
ル
ト
工
市
町
村
ρ
市
町
村
軸
ノ
例
ユ
依
り
之
ヲ
底
分
ス
此
一
椅
算
入
品
空
行
政
官
鴎
〆
認
可
ヲ
提
ク
へ
シ

ノ
場
合
一
一
於
テ
陶
工
曾
議
所
ハ
共
ノ
徴
収
金
額
ノ
百
分
ノ
凹
ヲ
市
町
村
一
第
四
十
宜
保
前
僚
ノ
規
定
一
一
位
品
算
人
タ
ル
者
ナ
キ
ト
キ
ハ
行
政
官

交

付

ス

ヘ

シ

一

隅

清

算

人

ヲ

選

任

ス

前
羽
ノ
徴
枕
金
ハ
市
町
村
共
ノ
他
之
-
平
ご
キ
モ
ノ
ノ
響
喜
一
-
衣
一
第
四
十
六
山
崎
清
算
人
内
向
工
合
議
所
ヲ
代
主
シ
清
算
ヲ
錦
町
二
品
提
ナ

ザ
ア
先
取
一
時
拙
ヲ
右
シ
共
ノ
時
?
付
テ
ハ
市
町
村
枕
ノ
例
一
一
依
ル
十
ル
一
切
ノ
行
錦
ヲ
錨
ス
描
限
ヲ
有
ス

総
費
ノ
叫
課
文
ハ
過
怠
金
J

徴
枚
三
脚
ン
テ
ハ
勅
令
ノ
定
ム
ル
所
一
-
依
-
第
四
十
七
保
清
算
入
山
荷
算
及
肘
障
政
分
ノ
方
法
ヲ
定
メ
議
員
総
合
ノ

り

剖

議

ノ

申

立

・

訴

願

及

行

政

訴

訟

ヲ

儒

ス

ヨ

ト

ヲ

得

議

決

ヲ

組

主

務

大

臣

J

陸
可
ヲ
受
ク
ヘ
シ

第
三
十
九
臨
商
工
曾
議
所
ハ
定
款
ノ
定
品
ル
所
品
依
，
使
刷
用
料
及
手
世
議
員
総
合
前
項
ノ
議
決
フ
錦
サ
ス
又
川
崎
帥
ス
コ
ト
龍
ハ
サ
ル
ト
キ
ム
ル
前

‘.. 



算
人
ハ
主
務
大
臣
ノ
盟
可
ヲ
受
ケ
清
算
及
財
産
慮
分
ノ
方
法
ヲ
定
ム
「
工
骨
議
既
ヲ
設
立
ス
ル
ヨ
ト
ヲ
得

シ

日

本

商

工

合

議

所

ハ

法

人

ト

ス

第
四
十
八
障
問
工
合
議
所
ハ
解
散
ノ
徒
ト
推
モ
共
a
p

債
務
ヲ
完
済
ス
ル
『
日
本
陶
工
合
議
所
ヲ
設
立
セ
シ

1
ス
ル
ト
キ
ハ
穴
以
よ
ノ
向
工
合
議
所

=

必

張

ナ

ル

金

額

ヲ

蹴

課

徴

枇

友

ル

ヨ

ト

ヲ

得

一

盛

超

人

l
偽
リ
商
工
合
議
所
総
勘
ノ
三
分
ノ
三
以
上
ノ
同
意
ヲ
得
一
ア
創

前
羽
J

賦
課
徴
牧
=
閥
シ
矛
ハ
第
三
十
六
峰
及
第
コ
一
十
λ
俸
ノ
規
定
ヲ
一
立
融
合
7
闘
キ
定
款
共
ノ
他
必
要
ナ
ル
事
項
ヲ
定
メ
役
員
γ

フ
選
悟
シ
主

帯

用

ス

一

務

大

臣

ノ

認

可

ヲ

受

タ

へ

シ

第
四
十
九
時
主
務
犬
臣
島
国
ト
胞
ム
ル
ト
キ
ハ
定
致
、
経
費
ノ
盟
算
比
一
第
五
十
四
路
日
本
商
工
合
議
所
設
立
シ
タ
ル
ト
キ
ρ

商
工
合
議
所
ハ
綿

帥
叫
疎
徴
収
方
法
又
山
午
前
持
及
財
産
品
蝿
分
ノ
方
法
ノ
控
民
ヲ
命
シ
且
ノ
他
一
テ
之
品
目
加
入
シ
タ
ル
毛
ノ
ト
看
倣
ス

事
官
上
品
一
世
ナ
ル
A
W
令
ヲ
投
シ
見
向
島
分
7
昂
ス
ヨ
ト
ヲ
得
一
日
本
商
工
合
議
所
ハ
主
務
大
匹
ノ
認
可
ヲ
提
ケ
明
鮮
、
高
時
、
神
太
、

第
五
十
餓
第
十
ニ
篠
第
一
一
揖
ノ
議
員
ノ
選
準
法
令
瓦
円
定
款
三
逼
反
丸
一
闘
市
品
川
又
ハ
M

仲
間
一
一
於
テ
設
立
シ
タ
ル
商
工
合
議
所
昌
準
ス
ル
法
人
民

ル
hr
キ
ハ
主
勝
大
医
ρ

常
選
J

眼

前

ヲ

弱

ス

ヨ

ト

ヲ

得

一

ノ

他

，

F

刷
値
ヲ
加
入
セ
シ
ム
ル
ヨ
ト
ヲ
得

第
五
十
一
一
時
商
工
合
識
別
ノ
議
決
又
ハ
議
目
、
役
目
許
円
椅
算
人
ノ
行
一
第
五
十
五
除
日
本
向
工
合
議
所
一
【
組
合
ヲ
腔
ク

居
岬
由
令
若
ρ
定
扶
=
遮
反
シ
瓦
ハ
告
盆
ヲ
害
λ

ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
主
務
一
締
官
ρ
命
令
ノ
定
ム
ル
所
二
世
リ
酎
魁
ノ
各
商
工
合
議
所
共
ノ
他
ノ
凶

大

臣

ハ

主

ノ

盛

分

ヲ

錦

ス

ヨ

ト

ヲ

得

一

世

=

於

テ

鑑

定

シ

タ

ル

者

ヲ

以

テ

之

ヲ

組

織

ス

一

議

員

、

役

員

又

山

清

算

人

ノ

解

任

一

第

五

十

古

飾

日

本

商

工

合

議

所

一

一

捕

前

貝

曾

ヲ

世

ク

ニ

商

工

合

議

所

ノ

議

決

ノ

取

消

一

常

識

貝

官

ρ

定
駄
J
H
A

ム
ル
腕

z
tリ
所
凪
ノ
商
工
合
議
所
北
ノ
他
ノ

三

向

エ

曾

議

所

ノ

事

業

ノ

停

止

岡

韓

三

於

テ

選

一

此

シ

ダ

ル

者

ヲ

以

ア

之

ヲ

組

織

ス

凹

尚

エ

合

議

所

ノ

解

散

常

識

員

合

ハ

定

款

z
位
リ
委
任
セ
ヲ
レ
タ
ル
機
合
ノ
描
限
品
目
脂
ス
ル
事

第
五
l
ニ
峰
主
務
大
臣
ハ
不
正
ノ
行
鵠
ア
ヲ
タ
ル
ユ
附
リ
弟
一
h
十
陣
ノ
一
項
ヲ
議
決
ス
但
ν
定
款
ノ
麹
頁
及
日
事
前
工
合
議
問
ノ
解
散
ノ
議
決
ρ

規
定
ニ
基
キ
常
選
ヲ
曜
消
サ
レ
タ
ル
者
又
ρ

前
陣
第
一
親
ノ
規
定
一
二
帆
一
之
ヲ
錫
九
ヨ
ト
ヲ
緯
ス

リ
解
任
セ
ラ
レ
タ
ル
議
員
若
ハ
他
民
=
封
シ
取
消
又
ハ
解
任
ノ
時
ヨ
リ
一
節
五
十
七
傑

H
本
陶
工
曾
議
所
ノ
役
員
ハ
所
属
ノ
商
一
よ
合
議
所
其
ノ
他

凹
年
以
内
第
十
二
餓
第
一
一
揖
ノ
議
員
ノ
選
曲
帯
構

A
拙
越
卑
摺
ヲ
停
止
ス
一
ノ
側
値
ノ
役
員
中
ヨ
り
之
ヲ
選
任
λ

但
シ
特
別
ノ
事
山
ア
ル
ト
キ
ハ
合

ル

コ

ト

ヲ

得

顕

又

円

制

官

頭

一

-

限

リ

所

属

ノ

商

工

合

議

所

共

ノ

他

ノ

幽

値

ノ

役

員

一

一

第
五
日
寸
三
品
商
エ
合
議
所
ハ
共
同
シ
テ
其
ノ
闘
的
ヲ
議
ス
ル
偶
日
本
商
非
サ
ル
者
ヨ
り
之
ヲ
選
任
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

法

A 

" 

第
二
十
四
番

一O
九
九

主事
/、
部

~fi 
ヒ

• • '.01 望



山吋 f悌一戸嚇印刷

法

令

日
本
商
工
合
議
所
所
凪
ノ
向
工
脅
議
所
其
ノ
他
ノ
幽
憧
ノ
役
員
中
ヨ
リ

越
怯
セ
ラ
レ
ダ
ル
役
員
共
ノ
商
工
骨
説
所
其
J

他
J

脳
挫
ノ
役
員
ノ
枇

ヲ
失
ヒ
ダ
ル
ト
キ
ρ

日
本
商
工
官
議
所
ノ
役
員
ノ
職
ヲ
失
ヲ

第
買
十
八
陥
日
本
向
工
脅
議
所
ハ
定
駄
ノ
定
ム
ル
所
一
二
世
り
所
属
ノ
尚

工
官
議
所
共
J

他
ノ
醐
櫨
品
川
剖
シ
紐
拘
置
ヲ
分
賦
シ
n
A

過
車
金
ヲ
徴
肱
ス

ル
ヨ
ト
ヲ
伴

第
五
十
九
柏
崎
北
朝
五
倫
坪
一
羽
、
部
六
倍
乃
至
第
十
帳
、
部
二
十
能
乃
至

第
二
十
二
降
、
銘
ニ
十
五
蹄
乃
軍
第
二
十
七
倍
、
停
=
十
九
時
第
一

項
、
第
三
十
二
峰
乃
軍
第
三
十
五
飾
、
第
三
十
六
臨
品
伊
豆
項
、
第
三
十

八
峰
第
三
項
、
第
一
↓
一
十
九
時
、
崎
中
山
十
俗
、
第
四
十
二
院
乃
豆
第
四
十

九
蹄
且
停
ガ
十
一
陥
J

規
定
ρ
日
本
向
工
合
議
所
ュ
之
ヲ
準
則
ス

第
六
十
協
主
務
大
目
ハ
本
法
一
-
規
定
シ
タ
ル
此
ハ
ノ
職
拙
ノ
一
部
ヲ
行
政

官
邸
ユ
委
任
ス
ル
コ
ト
ヲ
待

第
六
十
一
陣
第
三
協
及
第
三
十
λ
拍
問
中
町
村
ト
ア
ル

ρ

同
初
制
ヲ
施
訂

セ
サ
ル
地
一
一
日
時
テ
ハ
之
品
単
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

附

町

本
法
施
行
ノ
期

H
ハ
勅
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

開
業
曾
議
所
法
ハ
之
ヲ
腿
山
肌
ス

尚
議
官
議
所
紘
一
三
惜
リ
設
立
セ
ラ
レ
本
法
胞
行
ノ
際
岨
-
一
存
ス
ル
尚
業
合

議
所
ハ
之
ヲ
本
法
品
依
リ
設
立
シ
タ
ル
商
工
合
議
所
ト
肴
倣
ス

前
項
ノ
規
司
ん
-
一
-
位
ル
商
工
合
議
所
一
一
付
一
7

会
議
員
ノ
越
間
半
又
内
法
一
一
足
=
闘

ス
ル
規
定
ハ
衣
J

楓
退
場
ヨ
り
之
ヲ
施
行
シ
其
ノ
施
匂
剛
ユ
於
ケ
ル
議
員

ノ
越
的
申
立
脚
ス
ル
事
項
ハ
制
加
開
法
ノ
規
定
弓
依
ル

第
三
羽
ノ
規
定
=
依
ル
商
工
官
議
所
一
一
刊
本
法
施
行
ノ
際
品
喪
ナ
ル
規
定

第
二
十
四
巻

つ

第
六
鵠

宜
入

O 
O 

ス 日 J、
本骨
髄令
行ヲ
メ会見
掛テ
甑之
A • 
金定
観ム

行
グ，、

事
法
ノ

誼
用

付
テ
ノ、

z. 
ヲ

曾
庇
ト
看
4拙

本
法
ノ
姐
用
一
一
日
付
テ
ハ
明
治
十
日
一
年
第
三
十
大
抗
布
告
刑
法
ノ
重
罪
ノ
刑

=
蕗
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ハ
之
ヲ
六
年
ノ
懲
役
w
A
ρ

禁
銅
以
上
ノ
刑
一
て
躍
セ
ヲ

レ
タ
ル
者
ト
看
倣
λ

計

士

ì~< 

理法
律
相
即
三
寸
一
規

昭
和
=
年
=
一
月
三
十
日
)

体
一
雄
計
姐
士
ハ
計
瑚
士
ノ
税
措
ヲ
用
ヒ
テ
官
計
三
醐
ス
ル
検
査
、
捌

査
、
鑑
定
、
説
明
、
計
算
、
盤
剛

xn
立
案
ヲ
錦
λ

ヨ
ト
ヲ
業
l

ス
ル

モ
ノ
ト
ス

館
開
=
協
定
，
路
件
ヲ
兵
7

ル
者
ρ

計
理
士
タ
ル
脊
特
ヲ
布
λ

一
帝
圃
臣
民
主
川
主
務
大
臣
J

定
ム
ル
腕
コ
依
リ
外
国
J

問
符
フ
布

ス
ル
者
一
一
一
シ
テ
怯
上
ノ
能
力
者
タ
ル
コ
ト

ニ
計
理
士
試
除
=
骨
絡
シ
n
p

ル
コ
ト

計
四
士
試
験
=
闘
ス
ル
事
項
ハ
励
令
ヲ
以
一
ア
之
ヲ
定
ム

第
三
時
注
ノ
各
競
ノ
一
一
白
訪
由
ス
ル
者
ρ

凸
刷
陣
第
一
再
第
二
親
ノ
規
定

一
二
冊
ラ
ヌ
計
剛
士
タ
ル
費
格
ヲ
布
ス

一
合
計
愚
ヲ
修
メ
タ
ル
組
情
畢
博
士
又
《
商
事
博
J

ニ
帝
同
大
田
申
若
円
大
串
令
コ
依
ル
大
単
-
-
於
T
A
W
計
事
ヲ
悟
メ
血
中
士

ト
稲
ス
ル
コ
ト
ヲ
持
ル
者

Rρ
専
門
串
投
合
一
一
怯
ル
専
門
事
校
品
於

7
曹
司
串
ヲ
修
メ
之
ヲ
卒
業
シ
ダ
ル
者

.-... .. 



三
主
掛
大
回
二
一
時
T
前
親
昌
鵠
タ
ル
畢
校
ト
同
等
以
上
ト
認
ム
ル
事

校
=
於
テ
合
計
回
申
ヲ
修
メ
之
一
7
卒
業
シ
タ
ル
者

第
四
儲
左
ノ
各
競
ノ
一
-
一
該

M
九
ル
者
ρ

計
開
士
タ
ル
賓
格
ヲ
有
セ
ス

一
議
掴
以
上
J

刑

-aセ
ラ
レ
グ
ル
者
但
シ
二
年
ヰ
ホ
尚
ノ
懲
役
若
ハ

禁
僻
品
歯
セ
ヲ
レ
タ
ル
者
品
シ
テ
刑
ノ
執
行
ヲ
終
リ
若
山
其
ノ
執
行

ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ナ
キ
一
一
至
リ
タ
ル

H
ヨ
リ
起
算
シ
三
年
ヲ
組
過
シ
タ

ル
者
主
ハ
陸
軍
刑
法
若
山
海
軍
刑
法
=
依
リ
一
年
末
尚
ノ
銃
剣
一
一
風

セ
ラ
レ
ダ
ル
者
ρ

此
J

陣
v

一
在
ラ
ス

ニ

前

蹴

a
品
鵬
首
ス
ル
者
ァ
除
タ
ノ
井
第
十
一
保
X
ハ
第
十
二
候
ノ
部

ヲ
犯
uv
刑
士
郎
セ
ラ
レ
タ
ル
者
但
シ
刑
ノ
執
行
7
t
F
リ
又
ハ
其
ノ
執

行
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ナ
キ
Z

至
リ
タ
ル
日
ヨ
"
起
算
シ
三
年
ヲ
翻
過
シ

タ
ル
者
ρ

此
ノ
臨

-7花
フ
ス

三

破

産

者

z

シ
テ
復
拙
7
得
サ
ル
者

四
計
四
士
，
F

葉
動
，
，
停
此
ノ
期
附
中
其
ノ
業
務
ヲ
腫
止

ν未
グ
共
ノ

期
間
ノ
印
刷
過
セ
サ
ル
者

E

計
叫
土
J

業
務
ノ
禁
止
ノ
蕗
分
ヲ
受
ケ
タ
凶
作
者
但

ν
其
ノ
蕗
分
ヲ

畏
ケ
タ
ル
日
ヨ
リ
起
算
シ
三
年
ヲ
担
週
一
ν
主
務
大
臣
-
-
於
テ
改
悦
J

情
顕
著
ナ
リ
ト
融
メ
タ
ル
者
丹
此
ノ
眼
目
二

ιヲ
ス

第
五
蹄
計
四
士
タ
ラ
シ
ト
λ

ル
者
ρ

副
理
士
笠
鍬
博
一
日
登
録
ヲ
受
ク
ル

コ
ト
ヲ
誕
ス

計
出
士
ノ
登
錐
品
開
ス
ル
事
項
ハ
劫
A
V

ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

第
六
倍
計
剖
士
ノ
登
録
ヲ
長
ケ
ジ
ト
ス
ル
者
ρ
設
録
料
ト
シ
テ
ニ

4
附

ヲ
納
付
ス
ヘ
シ

第
ヒ
蜂
計
理
士
戸
北
ハ
ノ
業
動
ヲ
八
叫
正
一
-
行
フ
ニ
支
障
ア
り
ト
盟
メ
ラ
ル

法

{t 

ル
事
項
z

付
計
四
士
ノ
業
務
ヲ
行
フ
コ
ト
ヨ
ノ
得
λ

第
λ
蹄

計

川

士

ρ

主
務
大
国
ノ
監
督
昌
属
ス

第
九
鵠
計
理
士
本
法
ノ
規
定
一
一
謹
反
シ
ダ
ル
ー
キ
ー
ρ

品
位
ヲ
先
盛
丸

《
キ
布
鵠
若
山
業
動
よ
不
正
，
，
行
錦
ヲ
お
シ
タ
ル
ト
キ
ρ

主
務
大
臣
ハ

計
訓
士
懲
抗
香
員
合
ノ
議
決
ユ
位
リ
之
ヲ
懲
拭
ス
ル
コ
ト
ヲ
特

計
理
士
懲
戒
番
目
曾
z
m
醐
ス
ル
事
項
ρ

抽
令
ヲ
叫
一
ア
之
ヲ
定
ム

鋲
十
臨
計
理
士
ノ
懲
滅
菌
分
ハ
左
ノ
凹
輔
ト
ス

一

誼

費

二
千
間
以
下
ノ
過
料

三
一
年
以
内
計
理
士
ノ
業
勧
ノ
停
止

凹
計
四
士
ノ
業
動
J

品開止

前
項
第
三
梯
ノ
泊
料
ヲ
完
納
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
主
務
大
臣
ノ
命
令
ヲ
叫
テ

之
ア
執
行
λ

非
師
事
件
手
続
法
第
二
百
入
傑
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
規
定
-
一
依
ル
執
行
一
一

付
之
ヲ
瞳
用
ス

第
十
一
保
計
制
士
又
ρ

計
迦
士
タ

p
シ
者
故
巴
プ
ク
北
ノ
業
務
上
取
扱
ヒ

タ
ル
事
項
一
一
付
削
得
タ
ル
秘
省
ヲ
蹴
枇
U
U
A
ρ

縮
刷
用
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
一

年
以
下
ノ
懲
役
又
円
千
制
以
下
ノ
間
金
=
慮
ス

前
項
ノ
罪
ρ
告
払
ヲ
待
テ
之
ヲ
論
ス

第
十
ニ
協
計
四
土
タ
ル
資
格
ヲ
有
セ
ス

ν
テ
計
醒
寸
ノ
業
掛
ヲ
行
ヒ
タ

ル
者
ハ
大
月
以
下
ノ
懲
役
又
ハ
千
制
以
ド
J

剖
金
=
盛
ス

第
十
三
峰
計
制
士
タ
ル
費
格
ヲ
栴
ス
ル
モ
共
ノ
守
一
銭
ヲ
提
ケ
ス
シ
テ
計

国
J
A

ノ
業
務
ヲ
行
ヒ
タ
ル
者
ハ
十
間
以
上
二
百
間
以
下
ノ
過
料
一
一
嵐
ス

非
師
事
件
手
続
法
停
二
百
六
候
乃
至
第
二
百
λ
鵠
ノ
規
定
ハ
前
羽
ノ
描

一一

O
一

第
二
十
四
谷

第
六
税

五
ブι
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法

令

料
品
付
之
ヲ
準
用
ス

附

則

本
法
地
行
ノ
期
日
ハ
勅
告
ツ
以
テ
之
7
定

ム

一

本
法
ノ
適
用
一
-
付
ア
ハ
明
治
十
三
年
第
三

4
六
観
布
告
刑
法
ノ
二
年
ノ
禁
一

制
以
上
J

刑
孟
虚
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ハ
二
年
ノ
懲
役
叉
ハ
禁
制
以
上
ノ
刑
一
-
一

盛

セ

ラ

レ

タ

ル

者

ト

肴

融

ス

一

本
法
施
訂
ノ
際
迄
引
越
キ
一
年
以
」
官
計
=
醐
ス
ル
検
査
、
調
査
、
鑑
定
、

説
明
、
肝
算
‘
整
理
疋
ハ
立
案
ノ
業
務
品
従
事
シ
ダ
ル
者
ハ
本
法
施
行
ノ

日
ヨ
リ
六
月
以
内
二
山
願
シ
タ
ル
ト
キ
ユ
限
り
第
二
館
第
一
項
第
二
杭
ノ

規
定
一
一
拘
ラ
ス
計
皿
士
試
験
華
民
ノ
盆
術
ヲ
粧
品
T
計
理
士
タ
hw

ヨ
ト
ヲ
得

帝
岡
大
串
、
大
事
A
W
-
-

悼
ル
大
串
若
ρ
専
門
町
中
校
令
一
-
依
ル
専
門
単
校
又

ρ

主
務
大
臣
品
川
股
ア
之
ト
岡
結
以
上

t
雌
ム
ル
事
校
一
-
於
テ
組
情
一
一
闘
ス

ル
諸
肌
眼
科
ヲ
修
メ
定
旭
ノ
課
業
ヲ
卒
ヘ
タ
ル
者
一
-
u
テ
引
績
有
三
年
以
上

合
計
一
一
閥
ス
ル
槍
官
、
調
査
、
鑑
定
、
軽
明
、
計
算
、
整
岨
又
ハ
立
案
ノ

業
務
主
ハ
職
務
品
従
事
シ
タ
ル
者
山
本
法
施
行
ノ
日
ヨ
り
宜
年
以
内
品
出

願
シ
タ
ル
ト
キ
一
一
阻
リ
部
ニ
保
第
一
項
第
二
腕
ノ
規
定
=
拘
ラ
ス
計
迎
士

試
除
毒
員
ノ
佳
街
ヲ
組
一
一
ア
計
四
士
タ
ル
コ
ト
ヲ
得

〔

4
9
照〕

明
泊
三
十
一
年
{
六
月
二
十
一
日
)
公
布
法
律
銘
十
四
椀
非
訟
事
作
手

鵠
法
抄
録

第
二
百
六
飾
民
法
修
人
十
四
僚
、
第
千
百
七
路
及
ヒ
民
法
施
行
法
第

二
十
二
偽
及
ヒ
商
揖
第
十
ヨ
ヘ
能
第
二
耳
、
俸
二
百
六
十
二
除
、
錫
ニ

百
六
十
ニ
除
，
-
一
、
第
百
百
三
十
大
悟
及
k

商
法
施
行
法
第
十
一
候

第
二
耳
、
第
二
十
七
飾
、
第
三
十
九
品
第
一
一
項
、
第
五
十
回
路
、
第

第
二
十
四
番

。

第
六
披

O 

六
十
侮
第
二
羽
、
第
六
十
九
録
、
第
七
十
五
障
第
三
項
、
第
八
十
七

候
-
定
メ
タ
ル
事
件
ρ

過
料
品
蕗
セ
ヲ
ル
町
キ
者
ノ
佐
附
地
ノ
地
方

裁
判
所
ノ
管
轄
ト
ス

第
-
一
百
七
倍
過
料
ノ
裁
判
ρ

迎
向
ヲ
附
シ
タ
ル
決
定
ヲ
叫
テ
之
ヲ
錦

スへ
L
Y

裁
判
所
ハ
裁
判
ヲ
鵠
ス
前
市
事
者
ノ
陣
遮
ヲ
臨
キ
検
事
ノ
語
且
ヲ
求

ム
へ
シ

賞
事
者
u
A
ヒ
検
事
山
過
料
ノ
裁
判
E

割
シ
テ
曲
時
抗
告
ヲ
局
ス
コ
ト

ヲ
得
抗
告
ρ
執
行
停
止
J

殺
力
ヲ
有
λ

手
雄
ノ
費
用
《
過
料
与
虞
ス
ル
首
班
ア
り
タ
ル
場
合
=
於
-
ア
ハ
其
言

渡
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ノ
負
挽
ト
シ
其
他
ノ
場
合
一
一
於
テ
ハ
幽
陣
ノ
負
指

ト
ス

抗
告
裁
判
所
カ
常
事
者
ノ
中
立
品
加
世
ス
ル
裁
判

7nシ
グ
ル
ト
キ

ハ
抗
告
手
続
ノ
費
用

A
ヒ
刷
出
三
時
テ
常
事
者
ノ
負
備
ニ
柑
シ
タ
ル

費
川
ハ
閥
臨
J

負
強
ト
ス

第
=
百
八
陣
過
料
ノ
裁
列
ハ
検
事
ノ
命
令
ヲ
叫
テ
之
ヲ
執
行
ス
此
命

令
ハ
執
行
力
ヲ
有
λ

ル
債
務
名
義
ト
同
一
ノ
効
力
ヲ
有
ス

過
料
ノ
裁
判
F

執
行
ハ
民
事
訴
訟
法
節
穴
編
ノ
梶
山
此
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縞
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貨
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収
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検
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仲
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仲
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鉱
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仲
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醐
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蜘
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佐
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岡
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↓
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反
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滅
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瓜
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叩
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収
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滅
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瓜
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右
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叩
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令
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↑
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レ
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